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ＰＦＯＳ等を含有する泡消火薬剤流出時の対応の再確認について（依頼） 

 

平素より、消防行政に対し、特段のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号。以下「水濁法」という。）の改正に

伴い、令和６年２月、当庁からの依頼に基づき、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ（以下「ＰＦＯＳ

等」という。）を含有する泡消火薬剤の流出時の対応について、貴会において、会員の皆様

への周知にご尽力いただいたところです。 

ＰＦＯＳ等を含有する泡消火設備の設置者は、泡消火薬剤が公共用水域に排出、又は地

下に浸透し、人の健康等に被害が生ずるおそれがある場合は、速やかに東京都知事に対し

て事故の状況及び流出防止のために講じた応急措置の概要について届出を行うことが水濁

法で定められています。 

先般、ＰＦＯＳ等を含有する泡消火薬剤が流出し、地下に浸透した可能性があったにも

関わらず、水濁法に基づく速やかな届出がなされていなかった事案が発生しました。 

ＰＦＯＳ等を含有する泡消火薬剤が事故等により流出し、生活環境への被害等が生じる

おそれがある場合には、添付のリーフレットの措置が必要となります。 

つきましては、貴会において、本内容を会員の皆様へ周知していただきますようお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

問合せ先 

東京消防庁 

東京都千代田区大手町一丁目３番５号 

電 話 03-3212-2111 

泡消火設備の設置に関すること 

予防課消防設備係   荻原  野﨑 

内 線        4762  4767 

危険物施設の泡消火設備に関すること 

危険物課製造所規制係 菊池  社本 

内 線        4842  4846 

泡消火設備の点検に関すること 

査察課査察技術係   森田  萩原  

内 線          4942   4971 




